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ギガタブの持ち帰り対応の開始について
校 長 古 市 直 彦

本市では４月より教育活動への１人１台タブレットＰＣ（以下「ギガタブ」という。）の使用が開始さ

れ、学習意欲の向上と理解の深化への有効な文房具の一つとすべく取組を進めています。

今後さらに活用を広げることを目的として、ギガタブの持ち帰り対応を開始することといたしました。

ギガタブを家庭に持ち帰ることで、自宅においてドリルパークに取り組んだり、調べ学習（探究学習）を

したりするなど、一人一人の学びに広がりが期待できます。

つきましては、下記のとおりギガタブの家庭への持ち帰りを可能とします。また、お子さんがギガタブ

を自宅に持ち帰った際には、使い方（「若松中学校ギガタブの使い方ルール」…配付済み）の約束を守り、

保護者の管理の下、適切に活用してください。

なお、持ち帰りについては下記のとおり留意事項がありますので、ご確認をお願いします。

記

１ 持ち帰り要件

①ギガタブを持ち帰る場合は、必ず学級担任にご連絡ください。（連絡帳等）

※児童生徒本人が持ち帰りを希望する場合は、必ず本人が担任に申し出てください。

②長期間（概ね1か月以上）ギガタブの持ち帰りを希望する場合は、別紙「ギガタブ等貸出許可申請書

（ホームページにも掲載予定）」を提出し、学校に許可を得てください。（再度申請する場合は、複写

使用や学校に申請書の交付依頼をしてください。）

※夏季休業中の持ち帰り希望の場合はご提出願います。

③ご家庭のネットワーク（Wi-Fi）に接続して使用してください。（通信料が発生する可能性があります。）

※公民館、図書館等の公共施設のCHIBA CITY Wi-Fiが設置されている場所でも使用すること

ができます。（Wi-Fiの接続の仕方については各施設の指示に従ってください。）

④学校で充電された状態（最大１０時間）で持ち帰りますが、学校へ持参した際に、充電残量が不足し

ないようお願いします。また、希望される場合は、ＡＣアダプタの貸し出しにも対応します。

（純正ではないＡＣアダプタを使用して故障した場合には保証の対象外となることがあります。）

２ 持ち帰り可能期間について

○令和３年７月１２日（月）～令和４年３月２４日（木）

※長期休業中の途中持ち帰りや返却は対応できません。

３ 持ち帰りと持参方法について

・持ち帰るときは、スクールバックに入れて持ち帰ります。また、学校に持参す

る際にも同様にお願いします。（※通学・帰宅途中で取り出さない約束です。）

・本体重量は約1.３ｋｇあり、持ち帰り日には、その他の持ち物を減らすように配慮いたします。

・学校では日常的にギガタブを使用しますので、長期間の持ち帰り申請期間中であっても毎日ギガタブ

を持参させてください。

４ 活用例

・調べ学習 ・ドリルパークの活用 ・インターネット上の学習動画コンテンツの視聴 ・復習や予習

・学校の課題の続き ・動植物の観察 ・日記や作文 ・課題の提出 ・学習のまとめ等



５ その他

持ち帰りの手順については、以下の「ギガタブ持ち帰りフロー」をご参照願います。また、ご不明な点

は学校までお問い合わせください。(問合せ先) 千葉市立若松中学校 電話043（232）6125

【若松中学校 ギガタブ持ち帰りフロー】

（保護者の皆様へのお願い）

◆学習以外の使用や、生活リズムを崩すような使用はやめてください。

◆他人への転貸（また貸し）をしないでください。

◆千葉市では、セキュリティ対策及び児童生徒の保護の観点から、ギガタブの学習履歴、操作履歴及び

Webアクセス履歴等を記録し、一定期間保持しています。利用状況の分析及び不適正利用防止等の目的

で、取得した履歴は調査・確認する場合があります。当目的以外の目的で履歴を利用することはありま

せん。また、法令で定められた場合を除き、第三者に履歴を提供することはありません。

◆ギガタブには、不適切なサイトへのアクセスを制限しているフィルタリングを設定しています。

◆ギガタブの仕様やログインパスワード等の設定変更をしないでください。

◆学校外での利用における、インターネット接続に係る通信料金については、ご家庭のご負担となります。

また、不定期に自動アップデートが行われることがあり、その際にはデータ通信量が通常より増加する

場合があります。

◆ギガタブの利用にあたっては、精密機器につき、丁寧・適正な取扱いをお願いするとともに、若松中学

校ギガタブの使い方ルールの遵守をお願いします。

◆貸出機器について、万が一、故障、破損、紛失、盗難等の事由が生じた場合は、速やかに学校に申し出

た上で、学校の指示に従ってください。必要な手続きをお願いすることがあります。故障と判断しても、

勝手に修理はしないでください。また、故意によりギガタブが正常に使用できる状態で返却されなかっ

た場合や紛失した場合には、弁償等の対応をしていただくことがあります。なお、盗難等の被害にあっ

た場合には、ご家庭より警察に届け出て、その証明を受けていただくことが必要です。


